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第１章 事業の内容 

 

１．目的 

本事業は、木造密集地域の戸建住宅に直接訪問し、当該住宅の居住者に対して、市の地震火災の普

及啓発を行うことで、市民の防災・減災意識の向上を図り、感震ブレーカーの設置や家具転倒防止器

具の設置率を加速させ、市民の安全と安心を確保することを目的とします。 

 

２．概要 

 ２－１ 対象 

市から依頼された訪問先の住宅に居住する者とします。（以下、『居住者』という。） 

 

２－２ 業務内容 

市から依頼された訪問先に直接訪問し、呼び鈴を鳴らし（呼び鈴がない場合は玄関ドアをノック

する）、居住者に本マニュアルＰ10 に沿って、市から提供される啓発資料を用い、地震火災対策事

業の説明を行うこととします。（訪問の要否、居住者の在宅・不在についても、マニュアルに沿って

判断） 
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第２章 訪問員の心得 

 

１．訪問員心得 

訪問員は、次の項目を遵守して訪問業務を行ってください。 

① 本業務の趣旨を理解し、市民の「安全・安心」のため、誠意をもって業務にあたること。 

② 本業務は原則として本マニュアルの内容に従って行うこと。 

③ 個人情報の管理については充分に注意を払い、本業務以外に使用しないこと。 

④ 本業務で使用する書式等は横浜市の戸別訪問業務以外で使用をしないこと。 

⑤ 訪問に際しては、訪問員証明書を必ず提示すること。 

⑥ 本業務が横浜市の事業であることを認識し、営業行為は行わないこと。 

⑦ 居住者から業務依頼の相談があっても、戸別訪問時には業務受託は行わないこと。 

⑧ 不安・誤解を招かないためにも、あいまいな回答はしないこと。 

 

遵守できない場合や苦情等のトラブルが発生した場合、その状況によっては訪問員の活動を停止す

ることがあります。訪問に当たっては心得を遵守するとともに、横浜市の業務であることを認識し、

トラブルの未然防止に努めるようご協力お願いします。 
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第３章 戸別訪問業務マニュアル 

 

【Ⅰ】戸別訪問業務の流れ 
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１．訪問計画の作成 

受託者は、横浜市から訪問対象となる戸建て住宅を図示した地図（図１参照）を受領した後に、

指定された期間内で全ての訪問対象について訪問する計画を立てることとします。計画を立てる際

には、以下の点を考慮してください。 

・対象物件を効率的に回れること。 

・住宅間の移動については、徒歩で行えるよう計画を立てること。ただし、場所が離れている等

徒歩での移動が非効率だと判断できる場合はこの限りではない。なお、車を利用する場合は、

路上駐車をしないこと。 

・訪問時間は、原則として、午前９時から午後５時までとすること。ただし、これ以外の時間で

訪問の必要性があると判断した場合は、市と協議のうえ延長する。 

・１回目訪問した際不在であった場合は再訪問を行うこと。再訪問の上限は１回までとし、再訪

問を含め期間内にすべての訪問を完了する計画を立てること。 

 

訪問計画にあたっては、以下の書類を作成してください。 

・地図内の対象住宅を訪問するスケジュール（表１参照） 

 毎月末日（休日の場合は、その前日）を締日として１か月単位でまとめ、期間内に訪問を行う

予定の地区について着色等により明記すること。 

 

 なお、業務開始後、訪問予定に１週間以上のずれが生じる場合は、市に報告し、状況を踏まえ

た変更スケジュールを提出してください。変更前のスケジュール表を用い、現状に則した計画と

してください。 
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【図１：市の提供する地図データイメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 市が提供する地図は上手のとおり住所情報等の記載はありません。 

                                凡例：  対象住宅 

上記以外 

 

【表１：スケジュール（イメージ）】 
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２．訪問員予定者リストの作成及び訪問員予定者の証明写真の準備 

まず、訪問員予定者を確保してください。訪問員予定者は、訪問期間中、受託者に雇用されてい

る者のみとし、雇用関係にない者を指定することはできないこととします。また、個人情報の保護・

取り扱いについて研修等を受講している者又は受講予定の者を原則とします。 

確保した訪問員予定者について、名簿表（特記仕様書 様式２）を作成してください。なお、作

成・記載の方法に関しては、表２を参照してください。 

訪問予定者が確保でき、名簿表を作成したら、市へ名簿表を電子メールにて送付してください。 

市は、名簿表を受け、訪問員予定者に対し、市が認定していることを証する訪問員証明書【図２：

訪問員証明書（イメージ）】を作成し、訪問員予定者（以下「訪問員」といいます。）に対して交付

することとします。受託者は、特記仕様書第３項の規定により、当該証明書に貼付けする訪問予定

者の写真については、必ず訪問員証明書に貼付し、携帯すること。なお、この際に提出する写真に

ついては、以下の項目に従ってください。 

・写真サイズは、横 3.0cm×縦 4.0cm とすること 

・最近３か月以内に撮影したもの。 

・正面撮影で、上半身・脱帽のもの。 

・裏面に、名簿票の No.及び氏名を記入すること。 

 

【表２：名簿表（特記仕様書 様式２）】 

No. 訪問員氏名 

１  横浜 太郎 

２ 横浜 次郎 

３  横浜 三郎 

４  横浜 史郎 

  

  

  

 

 

【図２：訪問員証明書（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No．：00001 
事業者名：株式会社○○ 
氏名：横浜 太郎 
有効期限：令和○年○月○日 
 
上記の者は、市の委託を受け、戸別訪問を実

施する訪問員であることを証明する。 

 

横 浜 市 長    印 

地震火災対策事業 訪問員証明書 
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３．訪問の事前準備 

事務局（受託者）は、訪問時に使用する資料等について、事前に準備をし、訪問員に配布してく

ださい。配布する資料については、以下の書類とします。 

□配布資料 

 ・訪問員の担当する１週間の工程 

・当該日に訪問を担当する地図（市から配布される地図（紙媒体）で、ファイリングされたも

の） 

 ・訪問時に使用する周知用チラシ（当該日に配布する資料数としてください。ただし、判断に

よっては、１つの住宅に複数枚配布する可能性もあるため、不足が出ないよう用意してくだ

さい。） 

 ・市より提供される事業パンフレット等 

 ・当日訪問の結果を記録する様式（市が指定する様式とし、当該日の訪問する地図のファイル

内にファイリングしてください。）（以下「記録紙」という。） 

□服装等 

 ・訪問業務の際は前述図２の訪問員証明書を着用すること。訪問員証明書を着用する際に使用

する名札ホルダー等は受託者が準備すること。 

 ・訪問業務の際には、「横浜市 地震火災対策事業」を明記したビブス・帽子を着用すること。

ビブス・帽子は受託者が準備すること。 

・訪問に使用するビブス・帽子のデザイン等については受託契約決定後、横浜市とあらかじめ

協議し、決定してください。 

 

４．戸別訪問 

市から依頼された訪問先の住宅に、訪問員が訪問し、地震火災対策事業、感震ブレーカー補助制

度の説明を実施してください。事前準備内容や、実際の業務に関しては「【Ⅱ】戸別訪問」の内容に

基づき実施してください。 

 

５．戸別訪問結果のまとめ 

訪問の結果を記録した記録紙を、訪問員の１日の業務が完了した後に、事務局が受領してくださ

い。その後、事務局は、訪問の結果を記録した記録紙の内容を対象住戸を判別できるよう住所情報

を追加して、対象住戸ごと Microsoft EXCEL に転記してください。 

事務局は、月末日（末日が休業日の場合は、その前の営業日とします。）に、前日までの結果表を

作成し、市に対して、結果表の Microsoft EXCE データを報告してください。 

報告の方法については別途指示します。 
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【Ⅱ】戸別訪問 

 

１．所持品 

   戸別訪問時は、下表の資料を持参してください。 

 資料名 部数 備 考 

① 訪問予定物件の地図 
ファイリングされたもの １ 

前節第３項の事前資料 
② 記録紙 

③ 事業パンフレット（感震ブレーカー等設置推進事業） 訪問予定

枚数分 ④ 地震火災対策事業周知用チラシ 

⑤ 訪問員証明書 ― 前節第２項の証明書 

⑥ 筆記用具 ―  

 

２．戸別訪問時の事前確認事項 

   現地に到着したら、住宅がなくなっていないか、又は、建替え等により新しい建物になっていな

いかを判断してください。住宅がなくなっている又は明らかに空家であると判断した場合は、記録

紙にその旨記載し、当該住宅の戸別訪問を終了し、次の住宅に戸別訪問してください。なお、明ら

かに空家であると判断できない場合、及び判断に迷う場合は、当該住宅に対する戸別訪問を行って

ください。 

その後、住宅の呼び鈴を押す前に、目視により次の①～③の項目を確認してください。 

① 呼び鈴の有無 

② 郵便受けの有無 

③ 表札の有無 

 

３．戸別訪問 

① 市より提供された地図情報に基づき訪問対象の戸建て住戸を特定し、訪問実施報告書とともに

記録用紙の準備を行ってください。 

② 訪問結果記録様式及び周知用チラシを用意し、呼び鈴を押してください。ただし、呼び鈴がな

い場合においては、ドアをノックしてください。 

③ 居住者が応答した場合は、P10 の説明業務の内容に従って、説明業務を行ってください。 

応答がない場合は、郵便受けに感震ブレーカー事業周知用チラシ Aの１種類を投函してくださ

い。（ただし、郵便受けがない場合は、投函は行わないでください。（以下同様））。 

④ 完了後、記録紙に対応結果を記載し、次の住宅に移動、前項の事前確認事項から、訪問業務を

行ってください。 

⑤ 当該日の訪問予定住宅への訪問が完了したら（ただし、午後５時までに終了しなかった場合は、

全ての訪問が完了していない場合でも、原則終了とする。）、事務局に、訪問地図及び記録紙の原

本を提出し、該当日の業務完了を報告してください。 

⑥ 1 回目訪問時不在であった住宅へ、②③と同様の流れで再訪問を実施してください。居住者の

応答がない場合は、郵便受けに感震ブレーカー事業周知用チラシ Aと地震火災対策周知用チラシ

B の２種類を投函してください。 

⑦ 完了後、④⑤と同様にご対応ください。 
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４．説明業務の内容 

   呼び鈴を押した際に、応答があった場合は、以下に沿って説明を行ってください。 

   なお、以下は１回目訪問及び再訪問とも共通の内容です。 

 

① 応答時、必ず、市からの委託により地震火災対策の推進を行う目的で訪問していること（訪問員

証明書を必ず提示してください）、少しお時間をいただき制度の説明を行いたい旨を説明してくだ

さい。 

 

  (説明例)（訪問員証明書を提示しながら）横浜市から、地震火災対策事業の支援制度をご説明する業

務を委託されてお伺いしております、○○株式会社の○○と申します。契約の勧誘ではなく、

市の補助制度のご説明をさせていただきたいのですが、お時間いただけませんでしょうか。 

 

   ・説明必須項目 

市の委託であること。 

契約の勧誘はしないこと。 

補助制度の説明であること。 

 

 

 ② その後、周知用チラシ A 及び B を渡し、説明を行ってください。（説明例１参照） 

なお、時間がない等、対応していただけなかった場合は、可能な限り説明例２のように説明し、

周知用チラシ A 及び Bを投函（手渡し）し、終了とします。 

 

 （説明例１）この地域は木造住宅が密集し、大地震時に大規模な火災が発生する恐れのある地域です。

そのため、横浜市では、感震ブレーカーの全額補助制度を実施しています。 

     その他にも、市ではこの一覧にある支援制度がございますので、対策をご検討ください。も

し詳しい内容をご確認された場合は、裏面に問合せ先を記載しておりますので、お問い合わせ

ください。 

 

   ・説明必須項目 

補助制度があること。  ・感震ブレーカー等設置推進事業 

・地震火災対策事業として様々な補助を実施していること 

詳しくは問合せ先に連絡してほしいこと 

   

 （説明例２）制度の内容について記載しているチラシを投函（手渡す場合は、お渡し）させていただ

きますので、後程ご確認いただければと思います。 

 

 ・説明必須項目 

チラシを投函（またはお渡し）すること 

 

③ 訪問不在の際には、チラシを投函してください。 

  １回目訪問の際に不在の場合は A を投函 

  再訪問の際に不在の場合はチラシ A及び B を投函 



 

５．説明の際の注意事項 

   説明の際には以下のポイントに注意しながら説明を行ってください。なお、居住者の方から質問

があった場合には、別紙のＱＡに基づき、回答を行い、ＱＡ及び本マニュアル・啓発資料に記載の

ない項目に関しては、回答はせず、以下の表に記載する質問の概要に応じた問合せ先を案内してく

ださい。 

  □ポイント 

   ・説明は、ゆっくりと行うこと。 

   ・資料の該当箇所を示しながら説明すること。 

   ・簡潔に説明すること。   

 

  表：各補助事業の問合せ先 
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６．戸別訪問の終了 

第３項④に記載した、訪問時及び訪問後に訪問結果を、記録紙に次のように記載し、当該日の業

務完了後に、事務局に提出してください。 

 

【訪問結果の記入方法】 

項  目 記載方法 

住所 ・ 住居表示や住宅地図等で住所を確認して記録紙に記載してください。 

在宅・不在 
・ 呼び鈴を押して、応答があった場合は、有に〇を、 

  応答がなかった場合は、無に○を記載してください。 

訪問しない理由 

・ 対象住宅が除却されていた場合は、空き地に✓を、 

マニュアルを基に外観で判断を行った結果、空き家✓を記載してくだ

さい。 

備考 

・ 居住者が応答し、啓発を実施した際に、居住者から言われた内容のう

ち、市へ伝達する必要性があると判断したものを記載してください。 

・ ただし、質問され、問合せ先を案内した場合は、その内容については

記載しないこととします。 
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【Ⅲ】 書式集（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

（様式３） 

 

訪問記録様式 

 

 

 

No. 住所 1 回目訪問 2 回目訪問 訪問しない理由 備考 

１ ※※１丁目１番１号 在宅 ・ 不在 在宅 ・ 不在 
□空家 □空き地

□戸建住宅以外 

 

２ ※※１丁目１番５号 在宅 ・ 不在 在宅 ・ 不在 □空家 □空き地

□戸建住宅以外 

 

３ ※※１丁目１番６号 在宅 ・ 不在 在宅 ・ 不在 □空家 □空き地

□戸建住宅以外 

 

４ ※※１丁目１番９号 在宅 ・ 不在 在宅 ・ 不在 
□空家 □空き地

□戸建住宅以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果表（例） 

 
 

 

 

  

在宅（応答あり）の場合は有に 
不在の場合は無に〇を記載 

１軒の想定の家が、建て替えによって複数家やに建

て替わっていた場合、新しい行を追加し、記録をお

願いします。 

番号体系は任意としますが、対

象住戸を一意に表す番号として

ください。 
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【Ⅳ】参考資料 
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（チラシ A）感震ブレーカー事業周知用チラシ 

 
 

 

（チラシ B）地震火災対策事業周知用チラシ 
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■感震ブレーカー補助・支援制度の概要 

感震ブレーカー等設置推進事業 

【概要】 

申請者へ感震ブ

レーカーを無償

でお渡しする事

業 

【要件・補助内容】 

感震ブレーカーの器具代を全額補助します。（全世帯対象） 

さらに、以下の要件に該当する方は、取付員を派遣し、感震ブレーカーの取付を代行

します。 

 

取付支援：同居者全員が以下の全ての要件を満たすものが対象 

・65 歳以上 

・身体障害者手帳の交付を受けている 

・愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

・介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている 

・中学生以下 

※「中学を卒業した方」から「64 歳以下の方」がいる世帯については、イ～オに

該当しない限りこの制度の対象にはなりません。 

 

※過去に本制度を利用したことがある方は対象外です。 
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■補助・支援制度の比較表・問い合わせ先 

 

※他の要件あり。詳しくは担当課へ問い合わせてください 

 


